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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成27年6月18日(2015.6.18)

【公表番号】特表2014-516909(P2014-516909A)
【公表日】平成26年7月17日(2014.7.17)
【年通号数】公開・登録公報2014-038
【出願番号】特願2014-513231(P2014-513231)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ  17/22     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   9/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  17/06     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ  17/245    (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ  17/34     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ   17/22     　　　Ｚ
   Ｂ３２Ｂ    9/00     　　　Ａ
   Ｂ３２Ｂ   17/06     　　　　
   Ｃ０３Ｃ   17/245    　　　Ａ
   Ｃ０３Ｃ   17/34     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年4月27日(2015.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、ガラス基材を有するグレージングであって、当該基材に含まれるナトリウム
Ｎａ+、カリウムＫ+などのタイプのアルカリ金属イオンのマイグレーションに対するバリ
ア層を含む積層体をその表面の少なくとも一部分に有する、グレージングに関する。上記
のバリア層は、ガラス基材と接触しているか又はその直近に配置されており、上層を保護
する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　しかし、殆どの場合、特にグレージングを強烈な加熱（強化、折り曲げ加工等）にさら
したり、湿潤ゾーンに暴露したりする場合には、寿命の間ずっと有効なバリア効果は、基
材と保護すべき上層との間に十分な厚さの上記材料を被着させた場合に得られるに過ぎな
い。例えば、上記機能を有するグレージングに対し６２０℃程度のアニールを１０分間行
った後に、積層体における外側のＴｉＯ2層の光触媒特性を確実に保つためには、従来の
スパッタリング技術によって物理膜厚が約５０ｎｍのＳｉＯ2のバリア層を被着させる必
要があると推定することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　さらに具体的に言えば、本発明は、ガラス基材を有するグレージングであり、上記基材
に含まれるイオン、特にＮａ+又はＫａ+のアルカリ金属タイプのイオンのマイグレーショ
ンに対するバリア層を含む積層体を表面の少なくとも一部分に有し、上記バリア層が、上
記基材の表面と、日射調整、低放射率、反射防止、光触媒効果、疎水性又はその他の機能
性を上記グレージングに与える少なくとも１つの上層との間で上記積層体に挿入されてお
り、上記バリア層が、ケイ素酸化物又はケイ素酸窒化物から本質的になる、グレージング
であって、上記ケイ素酸化物又はケイ素酸窒化物が、Ａｌ、Ｇａ又はＢからなる群より選
ばれる１種以上の元素を含むこと、及び上記バリア中のＳｉ／Ｘ原子比（ＸはＡｌ、Ｇａ
及びＢ元素の原子寄与率の合計）が厳密に９２／８未満であることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　このようにバリア層及びＴＣＯ層から成る積層体で被覆された基材は、その後、合成さ
れた各バリア層の性能を測定するため、６００℃で１時間加熱する熱処理を行う。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　これらの図において、本発明によりケイ素酸化物のバリア層が大量のアルミニウム又は
ホウ素を含む場合に、特に、上記バリア層中に存在するケイ素原子の合計に対するアルミ
ニウム又はホウ素の原子含有率が８％、９％、さらには１０％より大きい場合に、積層体
の表面に被着したＡＺＯ層がアルカリ金属からより一層よく保護されていることがわかる
。特に、今回の実施例から得られた曲線を考慮すると、現在用いられているＳｉＯ2製の
バリア層を用いた例に対して、本発明による保護層を使用することによってＡＺＯ機能層
中のナトリウム濃度が１０分の１になり得るものと見積もることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基材を有するグレージングであり、前記基材に含まれるイオン、特にＮａ+又は
Ｋ+のアルカリ金属タイプのイオンのマイグレーションに対するバリア層を含む積層体を
、表面の少なくとも一部分に有し、前記バリア層が、前記基材の表面と、日射調整、低放
射率、反射防止、光触媒効果、疎水性又はその他の機能性を前記グレージングに与える少
なくとも１つの上層との間で前記積層体に挿入されており、前記バリア層が、ケイ素酸化
物又はケイ素酸窒化物から本質的になる、ガラス基材を有するグレージングであって、前
記ケイ素酸化物又は前記ケイ素酸窒化物が、Ａｌ、Ｇａ又はＢからなる群から選ばれる１
種以上の元素を含むこと、及び前記バリア層中のＳｉ／Ｘ原子比（ＸはＡｌ、Ｇａ及びＢ
元素の原子寄与率の合計）が厳密に９２／８未満であることを特徴とする、グレージング
。
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【請求項２】
　前記Ｓｉ／Ｘの原子比が、９２／８未満であり、かつ８０／２０より大きい、請求項１
記載のグレージング。
【請求項３】
　前記Ｓｉ／Ｘの原子比が９０／１０未満であり、好ましくは８８／１２未満である、請
求項１又は２に記載のグレージング。
【請求項４】
　前記元素Ｘがアルミニウムである、請求項１～３のいずれか一項に記載のグレージング
。
【請求項５】
　前記元素Ｘがガリウムである、請求項１～３のいずれか一項に記載のグレージング。
【請求項６】
　前記元素Ｘがホウ素である、請求項１～３のいずれか一項に記載のグレージング。
【請求項７】
　ホウ素、ガリウム及びアルミニウムのうちいずれか２種以上の元素を含む、請求項１～
３のいずれか一項に記載のグレージング。
【請求項８】
　前記バリア層がケイ素酸化物である、請求項１～７のいずれか一項に記載のグレージン
グ。
【請求項９】
　前記バリア層がケイ素酸窒化物である、請求項１～７のいずれか一項に記載のグレージ
ング。
【請求項１０】
　前記バリア層がケイ素酸窒化物であり、かつＮ／Ｏの原子比が１０／９０より大きく、
好ましくは２０／８０より大きい、請求項９に記載のグレージング。
【請求項１１】
　前記機能層上に配置されており、ケイ素酸化物又はケイ素酸窒化物から本質的に成り、
Ａｌ、Ｇａ又はＢのうち少なくとも１種の元素を含み、かつＳｉ／Ｘの原子比が厳密に９
２／８未満である被覆層を、さらに含む、請求項１～１０のいずれか一項に記載のグレー
ジング。
【請求項１２】
　前記Ｓｉ／Ｘの原子比が９０／１０未満であり、好ましくは８８／１２未満である、請
求項１１に記載のグレージング。
【請求項１３】
　前記被覆層がケイ素酸化物である、請求項１１又は１２に記載のグレージング。
【請求項１４】
　前記被覆層がケイ素酸窒化物である、請求項１１又は１２に記載のグレージング。
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